
 

 

 

愛郷ぐんまプロジェクト（県民割）に関する不正受給事案について 

 
 

令和２年６月から令和４年１０月まで実施した愛郷ぐんまプロジェクト（県民割）（以下、 

「本事業」という。）に関し、不正受給事案があったため、下記のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 対象施設 

  施設名：ホテル田園プラザ（運営事業者：株式会社田園プラザ川場） 

  所在地：利根郡川場村 

 

２ 事案の概要 

（１）不正の内容 

   宿泊していない者の氏名が記載された支援金申込書が提出され、支援金を不正に受給

したもの。 

      

（２）不正受給額 

   ２４９，０００円（５５人泊） 

 

３ 発覚の経緯 

  当該施設において本事業に関する不正受給の疑いがあるとの通報に基づき、当該施設に

対する調査を実施したところ、不正受給が判明した。 

 

４ 県の対応 

  当該施設に対し、不正受給額の返還を求める。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月１８日 

産業経済部戦略セールス局 

観光リトリート推進課事業推進係 

電話：027-226-3381 内線：3381 

各種メディア媒体の情報解禁日時 

１２月１８日１４時００分 



＜参考＞ 愛郷ぐんまプロジェクト（県民割）の概要について 

 

１ 事業の目的・概要 

  ・本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ県内旅行の需要喚起及び県 

内宿泊施設や観光事業者の支援を目的として実施した。 

・本事業は、群馬県民が、県内の旅館・ホテル等に宿泊した際、宿泊料金の一部を支援 

するものであり、本事業第３弾の実施期間中に、対象者に隣接県在住者を追加した。 

 

２ 実施概要 

区分 
愛郷ぐんまプロジェクト 

第１弾 第２弾 第３弾 第４弾 第５弾 

実施期間 R2.6.5～7.31 R3.3.26～4.28 
R3.10.15～

R4.1.18 
R4.4.1～4.28 R4.5.9～10.10 

割引額 

1 人 1 泊 6,600 円(税込)以上の宿泊で 5,000 円割引又はキャッシュバック（※） 

 

※第 3 弾以降において、割引適用条件②を満たさない場合は、3,000 円 

割引又はキャッシュバックの適用となる。 

※お子様(11 歳以下)については、同行する同居家族が割引適用条件①と 

②をともに満たす場合に限り、5,000 円割引又はキャッシュバックを 

適用する。 

割引適用

条件 

①群馬県民 ①群馬県民（第 3 弾途中からは隣接県在住者も 

対象） 

②旅行開始日に以下のいずれかに該当する者 

ア 宿泊開始日から起算して 15 日以前に新型 

コロナウイルスワクチンを２回接種済み 

(第 4 弾及び第 5 弾：３回接種済み) 

イ 宿泊開始日の 3 日前以内にＰＣＲ検査等 

(抗原定性検査含む）結果が陰性 

割引適用

方法 

宿泊当日チェックイン時に実施 

①申請書に利用者情報を記入 

②本人確認書類の提示 

③上記①②を施設側で確認 

宿泊当日チェックイン時に実施 

①申請書に利用者情報を記入 

②本人確認書類の提示 

③ワクチン接種証又はＰＣＲ陰性結果の提示 

④上記①②③を施設側で確認 

 

 ※ホテル田園プラザの参加期間は、第１弾から第３弾までである。 

  


